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条 例

専 任 副 管 理 者 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 一 号

専 任 副 管 理 者 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例

（ 給 料 月 額 の 特 例 ）

第 一 条 専 任 副 管 理 者 （ 特 別 職 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 十 号 。 以 下 「 特 別 職 条

例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 専 任 副 管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 給 料 月 額 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成

二 十 九 年 四 月 二 十 七 日 ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お い て 、 特 別 職 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特

別 職 条 例 別 表 第 一 に 掲 げ る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 特 別 職 条 例 第 二 条 第 二 項

及 び 第 三 項 並 び に 第 四 条 の 二 に 規 定 す る 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 表 に 掲 げ る 額 と す る 。

（ 期 末 手 当 の 額 の 特 例 ）

第 二 条 専 任 副 管 理 者 の 特 例 期 間 に お け る 期 末 手 当 の 額 は 、 特 別 職 条 例 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ

り 支 給 す る こ と と な る 額 か ら 、 当 該 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨

て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 専 任 副 管 理 者 の 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 同 月 三 十 日 ま で の 間 に お け る 給 料 月 額 は 、 第 一 条 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、

第 一 条 本 文 の 規 定 に よ り 支 給 す る こ と と な る 額 か ら 七 万 円 を 減 じ た 額 と す る 。

給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

名 古 屋 市 長 河 村 た か し

名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号

給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

第 一 条 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 二 項 第 二 号 中 「 八 千 二 百 円 」 を 「 八 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 四 千 百 円 」 を 「 四 千 二 百 円 」 に 改 め 、 同

号 ハ 中 「 六 千 五 百 円 」 を 「 七 千 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ニ 中 「 八 千 九 百 円 」 を 「 一 万 円 」 に 改 め 、 同 号 ホ 中 「 一 万 千 三 百 円 」

を 「 一 万 二 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ヘ 中 「 一 万 三 千 七 百 円 」 を 「 一 万 五 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ト 中 「 一 万 六 千 百 円 」 を

「 一 万 八 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 号 チ 中 「 一 万 八 千 五 百 円 」 を 「 二 万 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 号 リ 中 「 二 万 九 百 円 」 を 「 二 万

四 千 四 百 円 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 の 二 第 三 項 中 「 千 分 の 六 百 七 十 五 」 を 「 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 千 分 の 六 百 七 十 五 、 十 二 月 に 支 給 す

る 場 合 に お い て は 千 分 の 八 百 二 十 五 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 千 分 の 三 百 二 十 五 」 を 「 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 千

分 の 三 百 二 十 五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 千 分 の 三 百 七 十 五 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 の 見 出 し 中 「 臨 時 雇 用 職 員 」 を 「 臨 時 的 任 用 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 臨 時 に 雇 用 す る 」 を 「 臨 時 的 に

任 用 さ れ る 」 に 、 「 本 条 」 を 「 こ の 条 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 中 「 臨 時 に 雇 用 す る 」 を 「 臨 時 的 に 任 用

さ れ る 」 に 改 め る 。
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別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表第１（第５条関係）
行政職給料表

９級８級７級６級５級４級３級２級１級職務
の級

給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額号 給

円円円円円円円円円

４３４,５００４１４,２００３３９,３００２８２,９００２５４,６００２３６,８００２２１,４００１５５,８００１２８,７００１
（３８９,３００）（３２３,０００）

４３８,２００４１７,６００３４２,２００２８５,１００２５６,７００２３８,９００２２３,３００１５７,１００１２９,７００２
（３９２,１００）（３２５,５００）

４４１,９００４２０,９００３４５,１００２８７,３００２５８,８００２４１,０００２２５,２００１５８,４００１３０,７００３
（３９４,９００）（３２８,０００）

４４５,６００４２４,２００３４８,０００２８９,５００２６０,９００２４３,０００２２７,１００１５９,６００１３１,７００４
（３９７,７００）（３３０,５００）

４４９,３００４２７,５００３５０,９００２９１,６００２６３,０００２４５,０００２２９,０００１６０,８００１３２,６００５
（４００,４００）（３３３,０００）

４５３,１００４３０,８００３５３,７００２９３,９００２６５,１００２４７,１００２３１,０００１６２,７００１３３,６００６
（４０２,９００）（３３５,６００）

４５６,９００４３４,１００３５６,５００２９６,２００２６７,２００２４９,２００２３３,０００１６４,５００１３４,６００７
（４０５,４００）（３３８,２００）

４６０,７００４３７,４００３５９,３００２９８,４００２６９,３００２５１,３００２３５,０００１６６,３００１３５,６００８
（４０７,９００）（３４０,７００）

４６４,５００４４０,６００３６２,１００３００,６００２７１,４００２５３,３００２３６,９００１６８,１００１３６,５００９
（４１０,３００）（３４３,２００）

４６８,３００４４３,９００３６４,６００３０３,０００２７３,６００２５５,４００２３８,９００１７０,０００１３７,５００１０
（４１２,８００）（３４５,７００）

４７２,０００４４７,２００３６７,１００３０５,３００２７５,８００２５７,５００２４０,９００１７１,９００１３８,５００１１
（４１５,３００）（３４８,２００）

４７５,７００４５０,５００３６９,６００３０７,６００２７７,９００２５９,６００２４２,９００１７３,８００１３９,５００１２
（４１７,７００）（３５０,６００）

４７９,４００４５３,７００３７２,１００３０９,９００２８０,０００２６１,６００２４４,９００１７５,６００１４０,５００１３
（４２０,１００）（３５３,０００）

４８３,１００４５６,８００３７４,５００３１２,３００２８２,２００２６３,７００２４７,０００１７７,６００１４１,６００１４
（４２２,２００）（３５５,５００）

４８６,８００４５９,９００３７６,９００３１４,６００２８４,４００２６５,８００２４９,１００１７９,５００１４２,７００１５
（４２４,３００）（３５７,９００）

４９０,５００４６３,０００３７９,３００３１６,９００２８６,６００２６７,９００２５１,２００１８１,４００１４３,８００１６
（４２６,４００）（３６０,３００）

４９４,２００４６６,１００３８１,７００３１９,２００２８８,７００２６９,９００２５３,２００１８３,３００１４４,８００１７
（４２８,４００）（３６２,７００）

４９７,８００４６９,１００３８４,０００３２１,７００２９０,９００２７２,０００２５５,２００１８５,３００１４６,０００１８
（４３０,２００）（３６５,１００）

５０１,４００４７２,０００３８６,３００３２４,２００２９３,１００２７４,１００２５７,２００１８７,３００１４７,１００１９
（４３２,０００）（３６７,５００）

５０５,０００４７４,９００３８８,６００３２６,６００２９５,３００２７６,２００２５９,２００１８９,３００１４８,２００２０
（４３３,８００）（３６９,８００）

５０８,６００４７７,８００３９０,８００３２９,０００２９７,４００２７８,３００２６１,２００１９１,２００１４９,３００２１
（４３５,５００）（３７２,１００）

５１２,０００４８０,５００３９３,１００３３１,５００２９９,６００２８０,５００２６３,２００１９３,３００１５０,５００２２
（４３６,９００）（３７４,４００）

５１５,４００４８３,２００３９５,３００３３４,０００３０１,８００２８２,６００２６５,２００１９５,３００１５１,７００２３
（４３８,３００）（３７６,７００）

５１８,８００４８５,９００３９７,５００３３６,５００３０４,０００２８４,７００２６７,２００１９７,３００１５２,９００２４
（４３９,７００）（３７９,０００）

５２２,１００４８８,６００３９９,７００３３８,９００３０６,２００２８６,８００２６９,２００１９９,３００１５４,０００２５
（４４１,０００）（３８１,２００）

５２５,４００４９０,８００４０１,９００３４１,３００３０８,５００２８９,０００２７１,２００２０１,４００１５５,５００２６
（４４２,３００）（３８３,５００）

５２８,７００４９３,０００４０４,０００３４３,６００３１０,７００２９１,２００２７３,２００２０３,４００１５７,０００２７
（４４３,６００）（３８５,７００）

５３２,０００４９５,２００４０６,１００３４５,９００３１２,９００２９３,４００２７５,２００２０５,４００１５８,５００２８
（４４４,９００）（３８７,９００）

５３５,３００４９７,４００４０８,２００３４８,２００３１５,１００２９５,５００２７７,１００２０７,４００１６０,０００２９
（４４６,２００）（３９０,１００）

５３８,６００４９９,５００４０９,９００３５０,５００３１７,４００２９７,８００２７９,１００２０９,５００１６１,９００３０
（４４７,５００）（３９２,３００）

５４１,９００５０１,６００４１１,６００３５２,７００３１９,７００３００,０００２８１,１００２１１,５００１６３,８００３１
（４４８,８００）（３９４,４００）

５４５,２００５０３,６００４１３,３００３５４,９００３２１,９００３０２,２００２８３,１００２１３,５００１６５,６００３２
（４５０,１００）（３９６,５００）

５４８,４００５０５,６００４１５,０００３５７,１００３２４,１００３０４,４００２８５,０００２１５,５００１６７,４００３３
（４５１,４００）（３９８,６００）

５５１,６００５０７,３００４１６,５００３５９,３００３２６,４００３０６,７００２８７,０００２１７,５００１６９,２００３４
（４５２,６００）（４００,３００）

５５４,８００５０９,０００４１８,０００３６１,５００３２８,７００３０８,９００２８９,０００２１９,５００１７１,０００３５
（４５３,７００）（４０２,０００）

５５８,０００５１０,６００４１９,４００３６３,６００３３１,０００３１１,１００２９１,０００２２１,５００１７２,７００３６
（４５４,８００）（４０３,７００）
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５６１,２００５１２,２００４２０,８００３６５,７００３３３,３００３１３,３００２９２,９００２２３,５００１７４,４００３７
（４５５,９００）（４０５,３００）

５６４,２００５１３,７００４２２,１００３６７,８００３３５,６００３１５,５００２９４,９００２２５,５００１７６,１００３８
（４５６,７００）（４０６,９００）

５６７,２００５１５,２００４２３,４００３６９,９００３３７,９００３１７,７００２９６,９００２２７,４００１７７,８００３９
（４５７,５００）（４０８,５００）

５７０,１００５１６,７００４２４,７００３７２,０００３４０,２００３１９,８００２９８,９００２２９,３００１７９,５００４０
（４５８,３００）（４１０,１００）

５７３,０００５１８,１００４２５,９００３７４,１００３４２,４００３２１,９００３００,８００２３１,２００１８１,２００４１
（４５９,０００）（４１１,６００）

５７６,０００５１９,６００４２７,０００３７６,０００３４４,５００３２３,９００３０２,８００２３３,１００１８２,８００４２
（４５９,８００）（４１３,１００）

５７９,０００５２１,１００４２８,０００３７７,９００３４６,６００３２５,８００３０４,８００２３５,０００１８４,４００４３
（４６０,６００）（４１４,６００）

５８１,９００５２２,５００４２９,０００３７９,７００３４８,７００３２７,７００３０６,７００２３６,９００１８５,９００４４
（４６１,４００）（４１６,１００）

５８４,８００５２３,９００４３０,０００３８１,５００３５０,７００３２９,６００３０８,６００２３８,８００１８７,４００４５
（４６２,１００）（４１７,６００）

５８７,８００５２５,２００４３１,０００３８３,４００３５２,７００３３１,５００３１０,６００２４０,７００１８９,０００４６
（４６２,９００）（４１８,７００）

５９０,８００５２６,５００４３２,０００３８５,２００３５４,６００３３３,４００３１２,５００２４２,６００１９０,５００４７
（４６３,７００）（４１９,８００）

５９３,７００５２７,７００４３２,９００３８７,０００３５６,５００３３５,３００３１４,４００２４４,５００１９２,０００４８
（４６４,５００）（４２０,８００）

５９６,６００５２８,９００４３３,８００３８８,８００３５８,４００３３７,２００３１６,３００２４６,４００１９３,５００４９
（４６５,２００）（４２１,８００）

５９９,６００５３０,２００４３４,６００３９０,１００３６０,３００３３９,１００３１８,３００２４８,３００１９５,０００５０
（４６６,０００）（４２２,６００）

６０２,６００５３１,５００４３５,４００３９１,４００３６２,２００３４１,０００３２０,２００２５０,２００１９６,４００５１
（４６６,８００）（４２３,３００）

６０５,５００５３２,７００４３６,２００３９２,７００３６４,０００３４２,９００３２２,１００２５２,１００１９７,８００５２
（４６７,６００）（４２４,０００）

６０８,４００５３３,９００４３６,９００３９４,０００３６５,８００３４４,８００３２４,０００２５３,９００１９９,２００５３
（４６８,３００）（４２４,７００）

６１１,４００５３５,２００４３７,７００３９５,２００３６７,５００３４６,３００３２５,７００２５５,８００２００,６００５４
（４６９,１００）（４２５,５００）

６１４,４００５３６,５００４３８,５００３９６,４００３６９,１００３４７,８００３２７,４００２５７,６００２０１,９００５５
（４６９,９００）（４２６,２００）

６１７,３００５３７,７００４３９,３００３９７,６００３７０,７００３４９,３００３２９,１００２５９,４００２０３,２００５６
（４７０,７００）（４２６,９００）

６２０,２００５３８,９００４４０,０００３９８,８００３７２,３００３５０,８００３３０,８００２６１,２００２０４,５００５７
（４７１,４００）（４２７,６００）

６２３,２００５４０,２００４４０,８００３９９,８００３７３,９００３５２,３００３３２,４００２６３,０００２０５,８００５８
（４７２,２００）（４２８,４００）

６２６,２００５４１,５００４４１,６００４００,７００３７５,５００３５３,８００３３４,０００２６４,８００２０７,１００５９
（４７３,０００）（４２９,１００）

６２９,１００５４２,７００４４２,４００４０１,６００３７７,０００３５５,２００３３５,５００２６６,６００２０８,４００６０
（４７３,８００）（４２９,８００）

６３２,０００５４３,９００４４３,１００４０２,５００３７８,５００３５６,６００３３７,０００２６８,４００２０９,７００６１
（４７４,５００）（４３０,５００）
４４３,９００４０３,３００３７９,６００３５７,６００３３８,５００２７０,１００２１０,９００６２

（４７５,３００）（４３１,３００）
４４４,７００４０４,０００３８０,６００３５８,６００３４０,０００２７１,８００２１２,０００６３

（４７６,１００）（４３２,０００）
４４５,５００４０４,７００３８１,６００３５９,６００３４１,５００２７３,４００２１３,１００６４

（４７６,９００）（４３２,７００）
４４６,２００４０５,４００３８２,６００３６０,６００３４２,９００２７５,０００２１４,２００６５

（４７７,６００）（４３３,４００）
４４７,０００４０６,２００３８３,５００３６１,６００３４４,３００２７６,１００２１５,４００６６

（４７８,４００）（４３４,２００）
４４７,８００４０６,９００３８４,４００３６２,６００３４５,６００２７７,１００２１６,５００６７

（４７９,２００）（４３４,９００）
４４８,６００４０７,６００３８５,３００３６３,６００３４６,９００２７８,１００２１７,６００６８

（４８０,０００）（４３５,６００）
４４９,３００４０８,３００３８６,１００３６４,６００３４８,２００２７９,１００２１８,７００６９

（４８０,７００）（４３６,３００）
４５０,１００４０９,１００３８６,９００３６５,５００３４９,４００２８０,１００２１９,８００７０

（４８１,５００）（４３７,１００）
４５０,９００４０９,８００３８７,６００３６６,４００３５０,６００２８１,１００２２０,９００７１

（４８２,３００）（４３７,８００）
４５１,６００４１０,５００３８８,３００３６７,２００３５１,８００２８２,１００２２２,０００７２

（４８３,１００）（４３８,５００）
４５２,３００４１１,２００３８９,０００３６８,０００３５３,０００２８３,１００２２３,１００７３

（４８３,８００）（４３９,２００）
４５３,１００４１２,０００３８９,８００３６８,７００３５４,０００２８４,１００２２４,０００７４

（４８４,６００）（４４０,０００）
４５３,９００４１２,７００３９０,５００３６９,４００３５５,０００２８５,１００２２４,９００７５

（４８５,４００）（４４０,７００）
４５４,６００４１３,４００３９１,２００３７０,１００３５６,０００２８６,０００２２５,７００７６

（４８６,２００）（４４１,４００）
４５５,３００４１４,１００３９１,９００３７０,７００３５７,０００２８６,９００２２６,５００７７

（４８６,９００）（４４２,１００）
４５６,１００４１４,９００３９２,７００３７１,４００３５７,９００２８７,８００２２７,４００７８

（４８７,７００）（４４２,９００）



４ 名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

４５６,９００４１５,６００３９３,４００３７２,１００３５８,８００２８８,７００２２８,３００７９
（４８８,５００）（４４３,６００）
４５７,６００４１６,３００３９４,１００３７２,８００３５９,６００２８９,６００２２９,１００８０

（４８９,３００）（４４４,３００）
４５８,３００４１７,０００３９４,８００３７３,４００３６０,４００２９０,５００２２９,９００８１

（４９０,０００）（４４５,０００）
４５９,１００４１７,８００３９５,６００３７４,１００３６１,１００２９１,４００２３０,８００８２

（４４５,７００）
４５９,９００４１８,５００３９６,３００３７４,８００３６１,８００２９２,３００２３１,６００８３

（４４６,４００）
４６０,６００４１９,２００３９７,０００３７５,５００３６２,４００２９３,２００２３２,４００８４

（４４７,１００）
４６１,３００４１９,９００３９７,７００３７６,１００３６３,０００２９４,０００２３３,２００８５

（４４７,８００）
４６２,１００４２０,７００３９８,５００３７６,８００３６３,７００２９４,９００２３４,０００８６

（４４８,５００）
４６２,９００４２１,４００３９９,２００３７７,５００３６４,３００２９５,７００２３４,８００８７

（４４９,２００）
４６３,６００４２２,１００３９９,９００３７８,２００３６４,９００２９６,５００２３５,６００８８

（４４９,９００）
４６４,３００４２２,８００４００,６００３７８,８００３６５,５００２９７,３００２３６,４００８９

（４５０,５００）
４６５,１００４２３,６００４０１,４００３７９,５００３６６,２００２９８,０００２３７,２００９０

４６５,９００４２４,３００４０２,１００３８０,２００３６６,８００２９８,７００２３８,０００９１

４６６,６００４２５,０００４０２,８００３８０,９００３６７,４００２９９,４００２３８,８００９２

４６７,３００４２５,７００４０３,５００３８１,５００３６８,０００３００,１００２３９,６００９３

４６８,１００４２６,５００４０４,３００３８２,２００３６８,６００３００,８００２４０,２００９４

４６８,９００４２７,２００４０５,０００３８２,９００３６９,２００３０１,５００２４０,８００９５

４６９,６００４２７,９００４０５,７００３８３,６００３６９,７００３０２,２００２４１,３００９６

４７０,３００４２８,６００４０６,４００３８４,２００３７０,２００３０２,８００２４１,８００９７

４２９,３００４０７,２００３８４,９００３７０,８００３０３,５００２４２,３００９８

４３０,０００４０７,９００３８５,６００３７１,４００３０４,２００２４２,８００９９

４３０,７００４０８,６００３８６,３００３７１,９００３０４,９００２４３,２００１００

４３１,４００４０９,３００３８６,９００３７２,４００３０５,５００２４３,６００１０１

４３２,１００４１０,１００３８７,６００３７３,０００３０６,１００２４４,１００１０２

４３２,８００４１０,８００３８８,３００３７３,６００３０６,６００２４４,６００１０３

４３３,５００４１１,５００３８９,０００３７４,１００３０７,１００２４５,０００１０４

４３４,２００４１２,２００３８９,６００３７４,６００３０７,６００２４５,４００１０５

４３４,９００４１３,０００３９０,３００３７５,２００３０８,１００２４５,９００１０６

４３５,６００４１３,７００３９１,０００３７５,８００３０８,５００２４６,４００１０７

４３６,３００４１４,４００３９１,７００３７６,３００３０８,９００２４６,８００１０８

４３６,９００４１５,１００３９２,３００３７６,８００３０９,３００２４７,２００１０９

４３７,６００４１５,９００３９３,０００３７７,４００３０９,７００１１０

４３８,３００４１６,６００３９３,７００３７８,０００３１０,１００１１１

４３９,０００４１７,３００３９４,４００３７８,５００３１０,５００１１２

４３９,６００４１８,０００３９５,０００３７９,０００３１０,９００１１３

４１８,８００３９５,７００３７９,６００３１１,３００１１４

４１９,５００３９６,４００３８０,２００３１１,７００１１５

４２０,２００３９７,１００３８０,７００３１２,１００１１６

４２０,９００３９７,７００３８１,２００３１２,５００１１７

４２１,６００３９８,４００３８１,８００３１２,９００１１８

４２２,３００３９９,１００３８２,３００３１３,３００１１９

４２３,０００３９９,８００３８２,８００３１３,７００１２０
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４２３,７００４００,４００３８３,３００３１４,１００１２１

４２４,４００４０１,１００３１４,５００１２２

４２５,１００４０１,８００３１４,９００１２３

４２５,８００４０２,５００３１５,３００１２４

４２６,５００４０３,１００３１５,７００１２５

４２７,２００４０３,８００３１６,１００１２６

４２７,９００４０４,５００３１６,５００１２７

４２８,６００４０５,２００３１６,９００１２８

４２９,２００４０５,８００３１７,３００１２９

４２９,９００４０６,５００３１７,７００１３０

４３０,６００４０７,２００３１８,１００１３１

４３１,３００４０７,９００３１８,５００１３２

４３１,９００４０８,５００３１８,８００１３３

４０９,２００３１９,２００１３４

４０９,９００３１９,６００１３５

４１０,５００３２０,０００１３６

４１１,１００３２０,３００１３７

４１１,８００３２０,７００１３８

４１２,５００３２１,１００１３９

４１３,１００３２１,５００１４０

４１３,７００３２１,８００１４１

４１４,４００３２２,２００１４２

４１５,１００３２２,６００１４３

４１５,７００３２２,９００１４４

４１６,３００３２３,２００１４５

４１７,０００１４６

４１７,７００１４７

４１８,３００１４８

４１８,９００１４９

４１９,６００１５０

４２０,３００１５１

４２０,９００１５２

４２１,５００１５３

４２２,２００１５４

４２２,９００１５５

４２３,５００１５６

４２４,１００１５７
備考
１ この表の６級の１号給から８９号給までの括弧内の金額は、６級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適
用する。

２ この表の７級の１号給から８１号給までの括弧内の金額は、７級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適
用する。
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別表第２（第５条関係）

備考
１ この表の５級の括弧内の金額は、５級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
２ この表の７級の括弧内の金額は、７級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
３ この表の８級の括弧内の金額は、８級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。

行政職等給料表

給料月額職務の級

円
１４４,６００１級

１８０,７００２級

２０７,９００３級

２２３,４００４級

２５３,６００５級 （２７０,０００）

２７６,７００６級

２９１,７００７級 （３１０,６００）

３４２,５００８級 （３７３,９００）

４２２,９００９級

第 二 条 給 与 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 の 三 第 二 項 中 「 二 万 三 千 円 」 を 「 三 万 円 」 に 、 「 四 万 五 千 円 」 を 「 七 万 円 」 に 改 め る 。

第 十 七 条 の 三 第 一 項 中 「 受 け る 職 員 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 管 理 職 員 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 管 理 職 員 が 災 害 へ の 対 処 そ の 他 の 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 に よ り 週 休 日 又 は 休 日 以 外 の 日 の

午 前 零 時 か ら 午 前 五 時 ま で の 間 で あ つ て 正 規 の 勤 務 時 間 外 の 時 間 に 勤 務 し た 場 合 は 、 当 該 職 員 に は 、 管 理 職 員 特 別 勤 務

手 当 を 支 給 す る こ と が で き る 。

第 十 七 条 の 三 第 四 項 中 「 第 一 項 の 」 を 「 第 一 項 及 び 第 二 項 の 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」

を 「 前 三 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 同 項 の 勤 務 一 回 に つ き 、 一 万 二 千 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額 （ 管 理 者

が 別 に 定 め る 勤 務 に あ つ て は 、 当 該 額 に 百 分 の 百 五 十 以 内 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 ）

二 前 項 に 規 定 す る 場 合 同 項 の 勤 務 一 回 に つ き 、 六 千 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 管 理 者 が 定 め る 額

第 二 十 一 条 の 二 第 三 項 中 「 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 千 分 の 六 百 七 十 五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 千 分 の

八 百 二 十 五 」 を 「 百 分 の 七 十 五 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 千 分 の 三 百 二 十 五 、 十 二 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 千 分 の 三 百 七 十 五 」 を 「 百 分 の 三 十 五 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 の 七 中 「 、 第 十 一 条 の 二 及 び 第 十 一 条 の 三 」 を 「 及 び 第 十 一 条 の 二 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 第 二 項 中 「 八 百 円 」 を 「 八 百 三 十 円 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 六 百 三 十 円 」 を 「 八 百 五 十 円 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 、

附 則 第 八 項 の 規 定 （ 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 二 号 。 以 下 「 平 成 二 十 六 年 改

正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） は 平 成 二 十 七 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 一 条 の 規 定 （ 第 二 十 二 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 附 則 第

八 項 の 規 定 （ 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 別 表 の 改 正 規 定 に 限 る 。 附 則 第 六 項 に お い て 同 じ 。 ） に よ る 改 正 後 の 平 成 二 十 六 年

改 正 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 （ 以 下 「 切 替 日 」 と い う 。 ）

か ら 適 用 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 （ 以 下 「 改 正 前 の 条 例 」 と い う 。 ） 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 受

け る 職 員 の 切 替 日 か ら 施 行 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 （ 以 下 「 年 度 の 末 日 」 と い う 。 ） ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 条 例 第 三 条 及

び 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 の 月 額 は 、 改 正 後 の 条 例 第 五 条 、 第 六 条 、 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 並 び に 改 正 後 の 平 成 二 十

六 年 改 正 条 例 附 則 別 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 改 正 前 の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 切 替 期 間 に お け る 異 動 者 の 号 給 等 ）

４ 切 替 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 改 正 前 の 条 例 の 規 定 に よ り 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職

員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の 受 け る 号 給 若 し く は 給 料 月 額 に 異 動 の あ っ た 職 員 の う ち 、 管 理 者 の 定 め る 職 員 の 改 正
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附則別表

備考
１ この表の５級の括弧内の金額は、５級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
２ この表の７級の括弧内の金額は、７級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。
３ この表の８級の括弧内の金額は、８級の職にある職員のうち、管理者が指定するものに適用する。

行政職等給料表

給料月額職務の級

円
１３７,５００１級

１７１,８００２級

１９７,６００３級

２０９,６００４級

２４１,７００５級 （２５５,６００）

２６３,０００６級

２７７,３００７級 （２９５,３００）

３２５,６００８級 （３５５,４００）

４０２,０００９級

後 の 条 例 の 規 定 に よ る 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 又 は 給 料 月 額 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

（ 施 行 日 か ら 年 度 の 末 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者 の 号 給 等 の 調 整 ）

５ 施 行 日 か ら 年 度 の 末 日 ま で の 間 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は

そ の 受 け る 号 給 若 し く は 給 料 月 額 に 異 動 の あ っ た 職 員 の 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 又 は 給 料 月 額 に つ い て は 、 当

該 適 用 又 は 異 動 に つ い て 、 ま ず 改 正 前 の 条 例 の 規 定 が 適 用 さ れ 、 次 い で 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 か ら 改 正 後 の 条 例 の 規 定 が

適 用 さ れ る も の と し た 場 合 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 管 理 者 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う

こ と が で き る 。

（ 給 与 の 内 払 ）

６ 職 員 が 、 改 正 前 の 条 例 又 は 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 、 切 替 日 以 後 の 分

と し て 支 給 を 受 け た 給 与 は 、 改 正 後 の 条 例 又 は 改 正 後 の 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。

（ 委 任 ）

７ 附 則 第 三 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 定 め る 。

（ 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 の 一 部 改 正 ）

８ 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 」 を 「 被 用 者 年 金 制 度 の 一 元 化 等 を 図 る た め の 厚 生 年 金 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 」 に 改 め る 。

附 則 別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。



８ 名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合告示第６号
次の港湾施設は、平成２７年４月１日から廃止する。
平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

施設の種類 係船岸壁
用途区分を定めた岸壁

施設の種類 物揚場

施設の種類 荷役機械（軌道走行式）

施設の種類 荷さばき地
区画を定めた荷さばき地

用途区分及び区画を定めた荷さばき地

制限荷重
（１平方
メートル
あたり）

標準係船能力

水深エプロン幅延長位 置用途区分名 称
バース数

船舶の
総トン数

キロニュートンバーストンメートルメートルメートル

１０１５０，０００１５４０３５０飛島ふ頭東側コンテナ船９３号岸壁

１０１５０，０００１５４０３５０飛島ふ頭東側コンテナ船９４号岸壁

制限荷重
（１平方メートルあたり）

水深エプロン幅延長位 置名 称

キロニュートンメートルメートルメートル

１０３．５３．８８２．７飛島ふ頭北側飛島ふ頭物揚場

備 考型 式
最大巻き揚げ
ニュートン数

位 置
名 称

（括弧内は、その略称）

電動式、軌道走行式トプ
リス式引き込み起重機

キロニュートン
空見ふ頭２号起重機
（空見２号）

８０９６号岸壁エプロン内

区 画面 積位 置等級
名 称

（括弧内は、その略称）
平方メートル級

飛島ふ頭北Ａ荷さばき地
（飛島北Ａ）

図による８，６５５９０号岸壁隣接１

（図は省略）

区 画面 積位 置用途区分等級
名 称

（括弧内は、その略称）
平方メートル級

飛島ふ頭北Ｂ荷さばき地
（飛島北Ｂ）

図による５，２２５９１号岸壁隣接コンテナ貨物特

図による１３，９５９
９１号岸壁及び
９２号岸壁隣接

コンテナ貨物特
飛島ふ頭北Ｃ荷さばき地

（飛島北Ｃ）

図による２，８１２９２号岸壁背後
冷凍用

コンテナ貨物
特

飛島ふ頭北Ｄ荷さばき地
（飛島北Ｄ）

告 示



９名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

図による１３，５０１
９１号岸壁及び
９２号岸壁背後

コンテナ貨物特
飛島ふ頭北Ｅ荷さばき地

（飛島北Ｅ）

図による１９，０９５
９１号岸壁及び
９２号岸壁背後

コンテナ貨物特
飛島ふ頭北Ｆ荷さばき地

（飛島北Ｆ）

図による１，０９２９２号岸壁背後
危険物用
コンテナ貨物

特
飛島ふ頭北Ｈ荷さばき地

（飛島北Ｈ）

図による７，４６０９１号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭北Ｋ荷さばき地

（飛島北Ｋ）

図による８，４０７９１号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭北Ｌ荷さばき地

（飛島北Ｌ）

図による４９７９１号岸壁背後
冷凍用

コンテナ貨物
特

飛島ふ頭北Ｍ荷さばき地
（飛島北Ｍ）

図による１，１６６９１号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭北Ｐ荷さばき地

（飛島北Ｐ）

図による１，００３９１号岸壁背後
冷凍用

コンテナ貨物
特

飛島ふ頭北Ｒ荷さばき地
（飛島北Ｒ）

図による１９，０４６９３号岸壁隣接コンテナ貨物特
飛島ふ頭南Ａ荷さばき地

（飛島南Ａ）

図による２５，２３８９４号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭南Ｂ荷さばき地

（飛島南Ｂ）

図による８，０８２９３号岸壁背後
コンテナ

（一部冷凍用）貨物
特

飛島ふ頭南Ｃ荷さばき地
（飛島南Ｃ）

図による１２，９８８９３号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭南Ｄ荷さばき地

（飛島南Ｄ）

図による１５，５２６９４号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭南Ｅ荷さばき地

（飛島南Ｅ）

図による１０，２２１９４号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭南Ｆ荷さばき地

（飛島南Ｆ）

図による１１，９９５９３号岸壁背後コンテナ貨物特
飛島ふ頭南Ｇ荷さばき地

（飛島南Ｇ）

図による１，８１６９４号岸壁背後
危険物用
コンテナ貨物

特
飛島ふ頭南Ｈ荷さばき地

（飛島南Ｈ）

図による２，８３７９３号岸壁背後
冷凍用

コンテナ貨物
特

飛島ふ頭南Ｒ荷さばき地
（飛島南Ｒ）

（図は省略）



１０ 名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合告示第７号
次の港湾施設は、平成２７年４月１日から供用を開始する。
平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

施設の種類 荷さばき地
用途区分を定めた荷さばき地

名古屋港管理組合告示第８号
次の港湾施設は、平成２７年４月１日から変更する。
平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

施設の種類 荷役機械（軌道走行式）
変更前

面 積位 置用途区分等級
名 称

（括弧内は、その略称）
平方メートル級

飛島ふ頭北荷さばき地
（飛島北）

１５６，５２２飛島ふ頭東側コンテナ貨物特

１９８，８９２飛島ふ頭東側コンテナ貨物特
飛島ふ頭南荷さばき地

（飛島南）

３８３，２６３鍋田ふ頭内コンテナ貨物特
鍋田ふ頭Ａ荷さばき地

（鍋田Ａ）

備 考型 式
最大巻き揚げ
ニュートン数

位 置
名 称

（括弧内は、その略称）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

キロニュートン
飛島ふ頭北２号起重機
（飛島北２号）

４８０９１号岸壁エプロン内

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

４９１９２号岸壁エプロン内
飛島ふ頭北３号起重機
（飛島北３号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

４９１９２号岸壁エプロン内
飛島ふ頭北４号起重機
（飛島北４号）

（ ）内はアウト
リーチ４７．７メー
トルの時の数値
を示す

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５５０
（５１０）

９４号岸壁エプロン内
飛島ふ頭南１号起重機
（飛島南１号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５５０９４号岸壁エプロン内
飛島ふ頭南２号起重機
（飛島南２号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５５０９３号岸壁エプロン内
飛島ふ頭南３号起重機
（飛島南３号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５６３９３号岸壁エプロン内
飛島ふ頭南４号起重機
（飛島南４号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５６３９３号岸壁エプロン内
飛島ふ頭南５号起重機
（飛島南５号）



１１名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

変更後

施設の種類 荷さばき地
変更前
用途区分及び区画を定めた荷さばき地

変更後
用途区分を定めた荷さばき地

備 考型 式
最大巻き揚げ
ニュートン数

位 置
名 称

（括弧内は、その略称）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

キロニュートン
飛島ふ頭北２号起重機
（飛島北２号）

４８０飛島ふ頭東側

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

４９１飛島ふ頭東側
飛島ふ頭北３号起重機
（飛島北３号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

４９１飛島ふ頭東側
飛島ふ頭北４号起重機
（飛島北４号）

（ ）内はアウト
リーチ４７．７メー
トルの時の数値
を示す

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５５０
（５１０）

飛島ふ頭東側
飛島ふ頭南１号起重機
（飛島南１号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５５０飛島ふ頭東側
飛島ふ頭南２号起重機
（飛島南２号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５５０飛島ふ頭東側
飛島ふ頭南３号起重機
（飛島南３号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５６３飛島ふ頭東側
飛島ふ頭南４号起重機
（飛島南４号）

電動式、軌道走行式ロー
プトロリ式橋型クレーン

５６３飛島ふ頭東側
飛島ふ頭南５号起重機
（飛島南５号）

区 画面 積位 置用途区分等級
名 称

（括弧内は、その略称）
平方メートル級

飛島ふ頭南Ｋ荷さばき地
（飛島南Ｋ）

図による１０，２８９９３号岸壁背後コンテナ貨物特

（図は省略）

面 積位 置用途区分等級
名 称

（括弧内は、その略称）
平方メートル級

飛島ふ頭南Ｋ荷さばき地
（飛島南Ｋ）

２１，１７３飛島ふ頭東側コンテナ貨物特



１２ 名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

施設の種類 荷さばき地附属詰所
変更前

変更後

施設の種類 荷さばき地附属計量機
変更前

変更後

位 置構 造面 積等級使用区分名 称

平方メートル級
飛島ふ頭北第１荷
さばき地附属詰所

９１号岸壁背後鉄骨壁パネル構造１６７２一般使用

９１号岸壁背後
鉄筋コンクリート造り
３階建一部４階建

１，８３８１一般使用
飛島ふ頭北第２荷
さばき地附属詰所

９３号岸壁背後
鉄筋コンクリート造り
３階建

１，５０５１一般使用
飛島ふ頭南第１荷
さばき地附属詰所

９３号岸壁背後軽量鉄骨造７５２一般使用
飛島ふ頭南第２荷
さばき地附属詰所

位 置構 造面 積等級使用区分名 称

平方メートル級
飛島ふ頭北第１荷
さばき地附属詰所

飛島ふ頭東側鉄骨壁パネル構造１６７２一般使用

飛島ふ頭東側
鉄筋コンクリート造り
３階建一部４階建

１，８３８１一般使用
飛島ふ頭北第２荷
さばき地附属詰所

飛島ふ頭東側
鉄筋コンクリート造り
３階建

１，５０５１一般使用
飛島ふ頭南第１荷
さばき地附属詰所

飛島ふ頭東側軽量鉄骨造７５２一般使用
飛島ふ頭南第２荷
さばき地附属詰所

型 式最大能力数量位 置使用区分
名 称

（括弧内は、その略称）

ロードセル式埋込型
トン基

飛島ふ頭北荷さばき地附属計量機
（飛島北計量機）

５０２９２号岸壁背後一般使用

ロードセル式埋込型５０３９３号岸壁背後一般使用
飛島ふ頭南荷さばき地附属計量機

（飛島南計量機）

型 式最大能力数量位 置使用区分
名 称

（括弧内は、その略称）

ロードセル式埋込型
トン基

飛島ふ頭北荷さばき地附属計量機
（飛島北計量機）

５０２飛島ふ頭東側一般使用

ロードセル式埋込型５０３飛島ふ頭東側一般使用
飛島ふ頭南荷さばき地附属計量機

（飛島南計量機）



１３名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

施設の種類 荷さばき地附属点検ブリッジ
変更前

変更後

施設の種類 電気施設
変更前

変更後

構 造数量位 置使用区分
名 称

（括弧内は、その略称）
基

飛島ふ頭北荷さばき地附属点検ブリッジ
（飛島北点検ブリッジ）

鉄骨造り３９２号岸壁背後一般使用

鉄筋コンクリート造り４９３号岸壁背後一般使用
飛島ふ頭南第１荷さばき地附属点検ブリッジ

（飛島南１点検ブリッジ）

鉄骨造り１９３号岸壁背後一般使用
飛島ふ頭南第２荷さばき地附属点検ブリッジ

（飛島南２点検ブリッジ）

構 造数量位 置使用区分
名 称

（括弧内は、その略称）
基

飛島ふ頭北荷さばき地附属点検ブリッジ
（飛島北点検ブリッジ）

鉄骨造り３飛島ふ頭東側一般使用

鉄筋コンクリート造り４飛島ふ頭東側一般使用
飛島ふ頭南第１荷さばき地附属点検ブリッジ

（飛島南１点検ブリッジ）

鉄骨造り１飛島ふ頭東側一般使用
飛島ふ頭南第２荷さばき地附属点検ブリッジ

（飛島南２点検ブリッジ）

備考数量設備容量位 置名 称

飛島北Ｄ ４０個
飛島北Ｒ ４０個
飛島北Ｍ ３０個

１１０個

三相２２０ボルト
５０アンペア
三相４４０ボルト
３０アンペア

飛島ふ頭北Ｄ荷さばき地内、
飛島ふ頭北Ｒ荷さばき地内及
び飛島ふ頭北Ｍ荷さばき地内

飛島ふ頭北
冷凍コンテナ用
コンセント

コンテナ用
電源

飛島南Ｃ １０個
飛島南Ｒ１３０個

１４０個

三相２２０ボルト
５０アンペア
三相４４０ボルト
３０アンペア

飛島ふ頭南Ｃ荷さばき地及び
飛島ふ頭南Ｒ荷さばき地内

飛島ふ頭南
冷凍コンテナ用
コンセント

備考数量設備容量位 置名 称

１１０個

三相２２０ボルト
５０アンペア
三相４４０ボルト
３０アンペア

飛島ふ頭北荷さばき地内
飛島ふ頭北
冷凍コンテナ用
コンセント

コンテナ用
電源

１４０個

三相２２０ボルト
５０アンペア
三相４４０ボルト
３０アンペア

飛島ふ頭南荷さばき地内
飛島ふ頭南
冷凍コンテナ用
コンセント



１４ 名古屋港管理組合公報 号外第２９３号 平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合告示第９号
次の港湾施設は、平成２７年４月１日から当分の間、使用を停止する。
平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

施設の種類 荷さばき地
用途区分を定めた荷さばき地

名古屋港管理組合告示第１０号
名古屋港管理組合港湾施設条例施行規則（昭和３６年名古屋港管理組合規則第７号）第８条の２の規定に基づき定めた制限

区域の一部を平成２７年４月１日から次のように改正する。
平成２７年３月３１日

名古屋港管理組合管理者
名古屋市長 河村 たかし

平成１６年名古屋港管理組合告示第３１号（制限区域の設定）１の表飛島ふ頭地区の項中「９０号岸壁、９１号岸壁、９２号岸壁、
９３号岸壁、９４号岸壁、」を削る。

名古屋港管理組合副管理者愛知県副知事永田清は、平成２７年３月３１日同県副知事の任期満了により、名古屋港管理組合規
約第１１条第５項の規定に基づき、同日をもって副管理者の職を失った。

面 積位 置用途区分等級
名 称

（括弧内は、その略称）
平方メートル級

飛島ふ頭南荷さばき地
（飛島南）

７，３０６飛島ふ頭東側コンテナ貨物特

雑 報

発行所 名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合


